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           令和８年度以前税制改正項目の適用開始について 

  

 

      

 

令和 8 年度税制改正法案は 3 月 31 日、参院本会議で賛成多数により可決・成立しました。そこで今回は、令

和 8 年 4 月 1 日以降に施行される令和 8 年度以前の税制改正項目の中から、実務への影響が想定される主な

改正事項について、その要点を整理し解説します。 

■令和 8 年 4 月 1 日から施行される主な改正点 

●賃上げ促進税制の縮小（R8.4.1 以後開始事業年度） 

今年度の税制改正により、賃上げ促進税制は対象企業を絞り込む形で見直されました。全企業※向けの

制度は令和 8 年 3 月末で廃止され、中堅企業※についても令和 8 年度は賃上げ率などの要件が見直されたう

えで、令和 9 年 3 月末までの時限措置とされています。一方、中小企業※向けの制度は継続され、税額控除は

引き続き適用可能です。ただし、人材育成への取組としての教育訓練費の上乗せ要件は廃止されました。 

改正後(令和 8 年 4 月 1 日以降に開始される事業年度) 

対象法人 改正内容 

中堅企業 

令和 9 年 3 月末廃止 

①継続雇用者給与等支給額が前年度比 4％上昇で税額控除率 10％ 
  継続雇用者給与等支給額が前年度比 5％上昇で税額控除率 15％ 
  継続雇用者給与等支給額が前年度比 6％上昇で税額控除率 25％ 
②教育訓練費の上乗せ要件(前年比 5％増で税額控除率 10％上乗せ)を廃止 

中小企業 教育訓練費の上乗せ要件を廃止 

※中小企業…資本金 1 億円以下又は従業員数 1,000 人以下の法人等で、適用除外事業者に該当しない法人等 
※中堅企業…中小企業に該当しない法人のうち、従業員数が 2,000 人以下の法人等 
※全企業…上記いずれにも該当しない法人等 

●防衛特別法人税の創設（R8.4.1 以後開始事業年度） 
防衛力強化の財源確保を目的に防衛特別法人税が創設され、令和 8 年 4 月 1 日以後の開始事業年度から

適用されます。これにより、税額控除適用前の法人税額から 500 万円を控除した金額に、4％の税率を乗じて計

算した金額が新たに課され、実効税率への影響は最大+0.89％ほどとなる見込みです。なお、中間申告は令和 9

年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用されます。 

●少額減価償却資産の損金算入額の引き上げ（R8.4.1 以後取得資産） 

  近年の物価上昇を踏まえ、少額減価償却資産の特例が見直されました。従来は、取得価額が 30 万円未満の

固定資産（少額減価償却資産）について、一括で償却費に計上することが認められていましたが、今回の改正に

より、本特例を適用できる資産の取得価額が 30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。また、適用対

象法人の見直しも行われ、常時使用する従業員数が 400 人(現行：500 人)超の法人は適用対象から除外されま

す。事業年度の区分にかかわらず、令和 8 年 4 月 1 日以後に取得した資産が対象となる点にも注意が必要です。

なお、損金算入限度額は、各事業年度において合計 300 万円で据え置かれます。 

●食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の見直し（R8.4.1 以後に支給する食事） 

企業が従業員に提供する食事について、物価上昇を踏まえて非課税限度額が見直されました。従来は「従業

員が食事価額の半額以上を負担し、かつ、会社負担が月 3,500 円以下」の場合に非課税とされていましたが、4

月以降は会社負担額の上限が月 7,500 円へ引き上げられます。あわせて、深夜勤務者の夜食代も拡充され、福

利厚生を通じた実質的な手取り向上と企業の人材投資を後押しする内容となっています。なお、この制度の適

用には、役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していることが条件となります。 

●企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設（R8.4.1 以後開始事業年度） 

企業グループ間取引の透明性を高めることを目的として、書類保存の特例が創設されました。企業グループ

法人間などで行われる工業所有権等の譲渡や貸付、経営の管理指導の役務提供などの一定の取引について、

取引内容、支払金額の計算明細、金額算定に必要な事項を明らかにする書類等の作成、保存が義務付けられ

ます。（契約書等に対価の額を算定するために必要な記載事項がない場合） 



■令和 8 年 10 月以降に施行される主な改正点 

●免税事業者からの仕入税額控除の見直し(R.8.10.1 以後に行う課税仕入れ等) 

インボイス制度に伴う緩和措置として設けられていた、免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の経

過措置について、現行の控除割合 80％は段階的に縮減され、令和 8 年 10 月以後は 70％、令和 10 年 10 月以

後は 50％、令和 12 年 10 月以後は 30％となり、最終的には廃止される予定です。なお、一の免税事業者からの

仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で 1 億円を超える部分は経過措置の適用対象外とされます。 

●インボイス制度の 2 割特例から 3 割特例への移行(R.9 及び R10 に含まれる課税期間より) 

インボイス制度の導入に伴う負担軽減策の「2 割特例」は、令和 8 年 9 月末をもって終了し、免税事業者から

適格請求書発行事業者に登録をした個人事業者を対象に、新たに「3 割特例」が創設されます。3 割特例では、

令和 9 年分と令和 10 年分の 2 年間に限り、課税売上に係る消費税額の 7 割を仕入税額控除とすることが認め

られます。なお、この特例は法人には適用されず、法人の課税事業者は、原則どおり、令和 8 年 10 月以後は一

般課税または簡易課税への移行が必要となります。 

●特定生産性向上設備等投資促進税制（産業競争力強化法の改正法の施行日以後） 

(1)内容 

本制度は、国内での大規模かつ高付加価値な設備投資を後押しすることを目的としており、投資計画全体で

35 億円以上(中小企業者については、5 億円以上)の設備投資が対象となります。対象設備は、生産性向上に

資する以下（2）の資産です。取得年度に全額費用化できる即時償却、または法人税から控除する税額控除の

いずれかを選択できます。なお、控除税額は、法人税額の 20％を上限とし、控除限度超過額は一定の要件を

満たせば 3 年間の繰越しが可能です。中小企業経営強化税制などと比較して法人の規模に制限がなく、かつ、

全業種を対象としている点が特徴です。 

制度利用には、事前に経済産業大臣の確認を受けることが必須であり、その投資期間中は、地域未来投資

促進税制等の一定の投資税制との併用ができない点には注意が必要です。 

（2)設備投資の範囲 

設備の種類 対象設備（生産等設備） ※中古資産、貸付用除く 即時償却・税額控除 

機械装置 １台又は 1 基の取得価額が 160 万円以上のもの 
即時償却 

税額控除：取得価額

の 7％ 

工具及び 

器具備品 

１台又は 1 基の取得価額が 120 万円以上のもの 
(１台又は 1 基の取得価額が 40 万円以上で、かつ、一事業年度に
おけるその取得価額の合計額が 120 万円以上のものを含む) 

ソフトウェア 一の取得価額が 70 万円以上のもの 

建 物 一の取得価額が 1,000 万円以上のもの 
即時償却 

税額控除：取得価額

の 4％ 

建物附属設備 
一の取得価額が 120 万円以上のもの(一の取得価額が 60 万円以
上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が 120
万円以上のものを含む) 

構築物 一の取得価額が 120 万円以上のもの 

●高額所得者に対する課税制度の見直し(R.9.1.1 以後の所得税より) 

高額所得者の課税見直しでは、いわゆる「極めて高い水準の所得」に対する負担の適正化措置が強化されま

す。株式譲渡益など分離課税所得が多い富裕層で税負担率が低下する「1 億円の壁」を是正するため、追加の

税負担を計算する基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額が 3.3 億円から 1.65 億円に引き下げられ、

適用税率は 22.5％から 30％に引き上げられました。所得が仮に全て分離課税(15％)の場合、所得約 3.4 億円か

ら適用対象となります。 
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【赤 坂 事 務 所】 東京都港区赤坂4-2-6住友不動産新赤坂ビル2F     TEL：03-3224-8888 
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